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チ ヨット*ひ とこと

自
然
保
護
と

「自
然
の
生
存
権
」

最近 、「環境 問題 の ウソ」(ち くまプ リマー新書)と い う本

を読 んだ。著者 の池田清彦氏 は構造主義生 物学者であ る。池

田氏 は同書 の第1章(地 球温 暖化 問題 の ウ ソ とホ ン ト)、 第

2章(ダ イオキ シン問題の ウソ とホ ン ト)、 第3章(外 来種

問題のウソとホン ト)で 、それぞれの問題 について多数派(?)

意見 に疑 問 を呈 してい る。そ れ らの議論 は納得で きない とこ

ろが 多いが、それは さてお き、第4章(自 然保護 のウソ とホ

ン ト)が 興 味深か った.、そ こで述 べ られてい る 「自然保護 は

なぜ必要か」は私自身にとっても常々気にかかるスッキリしない問題でもあるか ら

である。この問題は、「守るべ き自然(環 境)が 人間にとっての ものか(人 間中心

主義)、 生物にとっての ものか(自 然中心主義)」 という問題で もある。「自然の生

存権」をどう考えるか とい う問題でもある。

池田氏 は、人間以外の生物にも生存権を与えよ(自 然の生存権)と いう環境倫理

学の主張(加 藤尚武氏 「環境倫理学のすすめ、丸善ライブラリー」)に 異議 を唱え

る。加藤氏は環境倫理学の立場 として、「自然の生存権」 のほか 「世代間倫理」、

「地球全体主義」をあげている。「世代間倫理」はよりよい地球環境 を子孫に残す責

任であ り、また、「地球全体主義」は限りある地球の資源やエ ネルギーを考えると

容易に理解できる。「世代間倫理」 も 「地球全体主義」も人間主体の考え方である

から、環境倫理学の基本は 「自然の生存権」であろう。生物種、生態系、さらに景

観にも生存権があり、それを否定 してはいけないとする環境倫理学にたい し、池田氏は自然 に

生存権があると考えるのは人間だけであ り、自然物はそのようなことを考えたりはしないとし、

「自然の生存権」などはナンセンスと主張する。

地球は約46億 年前に誕生 し、その数億年後には地球上に生命が発生 した。それ以来、生命は

自然(環 境)に 適応すべ く進化 し、いっぽうでは環境を変えてきた。その過程で幾多の生物種

が誕生 し滅亡 した。数百万年前に出現 した人類 も一つの生物であるから、いずれはほかの生物

と同様 に滅亡 す るであ ろう。 しか し、生物 進化の頂点 にあって現在地球 で もっ とも繁

栄 している生 物の一つであ る人類 はほかの生物 とは異 なって、優 れた英知 を持 ってい

る。我 々の先祖 が生物界で まだ少数派 であ った ときは、ほかの生物 や 自然 は 自分たち

が生 き延び るため に征服すべ き対象 であ ったが 、人 間はその科学技術 に よ りほかの生

物 とは比較で きないほ ど急激 にほかの生物 を滅 ぼ し、 自然 を変えて きた。その結果、

自らの将来 を も脅 かす状態 に しつつ ある。 しか し、地球 は、人類が絶滅 して しまって

も、人間抜 きの生態系 をつ くり、生物 は進化 してい くのであ ろう。

現在 、我 々は、地球 の大気 圏 ・水 圏 ・岩石 圏そ して生物圏が相互作用 をつ う じて一

体化 してお り、人類 もその中で生存 して いる ことを知 ってい る。そ う考 える と、生物

としての種維持 の本能か らは、「人間 中心主 義」は当然で あるが 、 将来 にわた って人

類 とい う生物 をいか に生存 させてい くか を人間の英知で考 える と、人間 も自然 に含 め

た 「自然 中心主義」 に従 わなけれ ばな らな くなる、 とい うことになる。

ス ッキ リ しない"チ ョッ トひ とこ と"に なって しまった。(常 務理事 ・札幌 市在住)

在 脅

田 た
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顯 騨 ず

則曾
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侵幸 告

サ ン ル ダ ム 問 題 の 近 況 一 ま ず 治 水 問 題 が 争 点 一

当協会副会長 佐 々木 克 之

ご存知 の方 も多 いか もしれ ませ んが 、天塩川の支流 の名寄川 の また支流のサ ンル川 にダムを

作 る計画が あ り、天塩川流域委員会 を舞台 に議論が されてい ます 。協会 は多 くの団体 と一緒に、

委員会 に ダムの問題点 を指摘 して来 ましたが 、最近新たな問題が 明 らかとな りま したので 、紹

介 します 。

目標 とす る洪水流量 では名寄川が氾濫す るので、サ ンル ダムで抑 えるとい うのが開発局の主

張 です 。い ままで治水 、利水(灌 概用水や水道用水)と 環境(サ クラマ スなど)が 論 じられて

きて、 ダムに反対す る委員 は ダムよ り遊水地が環境にや さしい と述べ て きたの に対 して、 ダム

賛成 委員 は遊水地 では農地がつぶ され(念 の ため、反対 委員 の遊水地 は農地 をつぶす案で はあ

りませ ん)、 治水 に も役立 たない と述べ て きま した。 ところが最近 の委員会(9月28日) 、名寄

川 では 目標流量 の洪水 になって も溢 れないので はないか とい う疑 問が だされて、開発局か ら き

ちん とした回答が されませ んで した。 図で説明 します。

名寄川 の天塩川合流点 よ り少 し上流 に真勲別 とい う地点が あ り、ここは基準点の一つです。

開発 局は真勲 別地点 の洪水 目標流量 は1500ト ン/秒 としてい ます 。真勲別地点の河川横断面 に

は堤 防の高 さが示 されてい ます(高 さ108.7m:こ れは標高 です)。 一番低い線 はサ ンル ダムが

ある場合 に、1500ト ン/秒 か らダムが300ト ン/秒 減 ら して開発局が洪水 にならない とい う1200

トン/秒 の流量 の ときの水位 で、106.11mで す。HWLと い うのは計 画高水 位 とい う もので 、

これ もこの水位(106.34m)で は大丈夫 という ものですが、この水位 に対応す る流量 は まだ明

らかに されてい ませ ん。一番上 の水位 は、 ダムが ない現在 の 目標流量が流れた ときの水位で、

106.69mあ ります 。素 人には、106 .69mの 水位で は水 が堤 防を越 えて水害 にな る ように見 え ま

せ ん。 しか し、開発 局はHWLを 超 えた ら水害が生 じる と述べ ています。

真勲 別地点 は大丈夫 で も名寄川 のその他の地域では水害が生 じる可能性があ るので、い ろん

な地点の河川横 断面 につ いて調べ てみ る と、ほとん どの点で真勲別 と同 じであ ることがわか り

ました。 目標流量が流 れる と洪水 ・水害が生 じるとい う開発局 の説明 に疑問が生 じてい ます。

私 たちはこれ らの疑 問に加 えて、利水や環境問題で沢山の疑 問を もってい るので、回答す るよ

うに流域 委員会 に申 し入 れ を し 現況堤防高,108.70。、 現況堤防高、108.74。、

ま した。次 の流 域 委員会 は11月

2日 です。 この よ うに沢 山の疑

問が残ってい るの に、流 域 委員

会委員長は この12月 で流 域 委員

会 を終了 させ た い と述べ てい ま

す。 これか らも流域 委員 会 が真

摯 に審議す る よ う訴 え続 けて い

か なければな りませ ん。

目標流量が流れたときの計算水位(サンルダムなし):106.69m

目標流量が流れたときの計算水位(サ ンルダムあ り):106.11m
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アカシア 田石 夫昭
会 員

アカシアはそれが移植 され た国々の一番良 い季節 に花 を咲かせ る とい う。幾 分異国的 な雰囲

気 を もつ この木 は札幌の街 によ く似合 う。枝 も しな う程 につけ る花 は石 狩の都 の初夏の風物 と

して北大予科 の寮歌 にも歌 われ、北 国に憧 れた青 年の感傷 をそそ って きた。ハル ビンの街 に植

え られて いた ら(い ると思 う)、 その下 を歩 くロ シア人の娘た ちに さぞ美 しく映 え るこ とだ ろ

う。 しか し、私が少年時代 を過 ご した宇都宮 の女子 師範の庭 に大 きなハ リエ ンジュ(ア カシア)

の木が一本 あったが 、それ はそんな魅 力を感 じさせる もので はなかった。それが育 ってい る風

土で人 々が感 じる ものが違 う故 だろ う。

アカシアは先駆 樹 として 、新 開地の植被造 成 に多用 され る。私 の住 む余市の我が家の近 くに、

丘 を横切 って造 られ た道路の法面 に沿って直径30cm前 後の樹齢十年 のア カシアが茂 ってい る。

気 をつ けて見る ようになったのは ここ十年余 りだが、その間 に大 きな台風が二度あ り、風 当た

りの 強かった所 はほ とん どが捻 じ折 れた。根株 はや られてい ない 。 これか ら空いて しまった所

の植生が どの ように回復 してい くのか興味があ る。普通 山火事の後 の二次林の シラカ

バの純林やカラマツの造林地では時と共に雑木が大 きくなり始め、先駆樹の樹齢が

尽 きる頃には、その後の植生がわかる状態になっているが、この場合、その予測は

つ き難い。 しか し、先駆樹の性格上、それは何らかの理由で開いて しまった

空間が元通 りになるか、次の相に変化するかの問題だけである。

そういうアカシアを環境省が 「要注意外来生物 リス ト」にあげ、伐採を

指導 してお り、蜜源 としてす ごく重要なこの花に大 きく依存する養蜂業者

が困惑 し切っている状況が生 まれた。誰もが親 しんでいるアカシアの花 と

アカシアの蜜についての普通の人の感覚からは到底考えられないことが起

北 罰
各地の

こってい るの である。それは異常感覚や無感覚 とい うべ き、 こともあ ろ うに環境省 の役 人 と、

その委員会の委員 になってい る学者 、研究者達 、パ ソコンに しがみつ き、現実 と無縁 の世 界に

生 きてい るそ うい う人た ちか ら生 まれる必然 だが 、 これでは まともに生 きている人間はや り切

れ ない。

牧野 の植物 図鑑 をめ くってみ る と、 日本で育 っている植物 に外来種が多 いのに驚 く。ア カシ

ア、プラ タナス、マ ロニエ 、それに イチ ョウもそ うなのだか ら在来種 の街路樹 はナナ カマ ド、

ヤ ナギ、ハルニ レと極め て劣勢 である。大騒 ぎ したセ イタカアワダチ ソウ(こ れ は結構 な蜜原

だった ら しい)、 セ イヨウタ ンポポ、 クローバー など草本で は数 え切 れないだけ 日本 に定着 し、

在 来種 を駆 逐 している もの も多い。その なかで選 りも選 って アカシア を槍玉 にあげた理由 を環

境省 に聞いてみ たい。 投稿(余 市町在住)

注:文 中のア カ シアはニセア カシア=ハ リエ ンジュです。
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相互監視効果への期待 清水 和男
(山 歩 集 団 青 い 山 脈 代 表)

北 海道 最 南 の 山 ・大 千 軒 ㌫で 、 自然 保 護 の 平llパ トロー ル を毎ii'1播:制 で 行 う よ う に な っ て13年 目 に

な っ た。 あ れ ほ どあ っ た盗 掘 が 殆 ど無 くな り、 最 近 の 巡 視 で のkな 注 意点 は 、 お 花 畑 へ の 踏 み 込 み と ゴ

ミの ポ イ捨 てで あ る 。幸 い近 年 、登 山者 の マ ナ ー は す こぶ る 向 上 し、 きれ い な 山 と して も評 判 が 良 い 。

なぜ 「平 日」 パ トロ ー ルか とい う と 、休 目は 登 山 者 が 多 く、 相 圧監 視 の 効 果 が 期 待 で き る か らで あ っ

た 。登 録 され た 有志 の'!1番 者の 絶 対 数 が 不 足 だ とい う理 由 もあ る。 だ が 、 今 まで の 巡 視 報 告 の 経 緯 を 見

て み る と、 や は り異常 な状 態 の発 生 は 、休 日 に多 い よ うだ 。

そ して今 年6Jjに 、 相1魂II:視効 果の 弱 点 が 見 事 に さ らけ 出 され た 。 本 州 方 面 か ら訪 れ た 数 レ名 の バ ス

ツ ア ー 団体 の ・人 の 者 が 、 歩道 の外 の3メ ー トル位 の 場 所 に咲 い て い た ア ツ モ リ ソ ウ の 花 の 近 接 写 真 を

撮 る た め に 草=原へ 踏 み 込 ん だ ので あ る。

歩 道 か らは っ き り見 え る そ の花 は 、1咲き初 め て か ら何Hも 、 何 百人 もの 人達 が 疏ち 」ヒっ て 眺 め 、 歩 道

か らで きる 限 りの努 力 を して撮 影 して い た もの で あ った 。 ・度 つ け られ た 踏み 跡 に は 、 そ の 後 何 卜人 も

の 人 が踏 み 入 り、 遂 に は 「撮 影路 」 と裸 地 が で きて しま った 。

か の ツ ア ー登 山i隊の ガ イ ドの指 導 力 に も問 題 はあ ろ うが 、登 山 者 自 らが 自然 保 護 意 識 の 向 ヒ1こ目覚 め

な け れ ば 、 悲 しい か な 、 入 間 相 手・の パ トロ ー ルの 必 要 は、 な くな ら ない の で あ ろ う 。 か っ て 盗掘 ら し い

現 場 を見 な が ら、 後 が 面 倒 だ か ら と通 帳 しな い 人 もい た。 愛 す べ き 山 を護 る た め に 、 私 た ち は 、 もっ と

＼▲ 一 勇気 を持 ち た い 。(福 島 町 在作)

一 ユ ー ス

『北見道路』 問題の現況報告 佐藤 毅
(「北 見 の 自然 風 ヒを 考 え る」 市民 連 絡 会 代 表 委 員)

私 た ちの 思 い を よそ に、北 見 道 路 【事 は 強 引 に すす め られ 、}劣 ヒさ れ て い る 橋 梁

の う ち3ケ 所 の 橋脚 が つ く られ ま した,、

10.3キ ロ に440億 円(道 の 負 担88億 円)のlflt税 を投 じる この1二事 は 、 自 然 を 破 壊 し、 貴 重

な動 植 物 の 生息 、 生 育 を 危 う く しますeレll前 の アセ ス メ ン トに も川 題 点 が 多 く、 出 羽 寛 氏(旭 川 大 学

教 授)と 、鏡 坦 氏GY更il「1j校 教 諭)に 指 導 を依 頼 し、現 在 まで に コ ウモ リ(05年7Jl、06年8月)と ニ

ホ ンザ リガ ニ(06年4月 、7H)調 査 をそ れ ぞ れ2回 ず つ 行 い ま した 。

結 果 、 モ モ ジ ロ コウ モ リ2頭 と 、約200匹 の ニ ホ ンザ リガ ニが 確 認 され ま した 。

出 羽氏 は 「ア セ ス メ ン トは バ ッ ト・デ でデ ク ター だ け の 凋 査 だが 、鳴 き声 で は種 が 判 別 で きな い 。 こ の

中止署名を提出する市民連絡会代表

地 域 に絶 滅 危 惧 種 が 生 息、して い る ロ∫能 性 は レ分 あ る}と 語 ら れ て

お りま した 。 ニ ホ ンザ リ ガニ 調 査 で 、 生 息 現 地 の 広 葉 桝 が 人:量

に伐 採 され て い る実:態をHに した 鏡氏 は「広 葉樹 が な くな れ ば 、

エ サ を失 い 、H陰 か 無 けれ ば 生 きて い け な い 」 と指 摘 さ れ 、 移

殖 は 極 め て 難 しい こ と も強 調 され ま した.

10月10Hに は 第11ii{し れ と こ賞 を受 賞 され た 自 木 彩f一氏1を迎

え 、 オ ジ ロ ワ シの 講 演 会 を 開催 い た し ま し たt、 さ ら に 、IO月3C

日、道 協会 と 共 に 国 ヒ交通 相宛 に 「建r,k"中止 を 求 め る 要 望,ll」

と中 止 を求 め る 署名1・1,987筆ヨ04.8、!0提出分10,535筆 と合せ25,522

筆)を 北 海 道 開 発 局 に提 出 い た し ま した。

現 在 、 当 会 で は北 見道:路L事 の 中止 を 訴 え る り一 フ レ ッ トの

作 成 を急 い で お ります,、(北 見布 在 住)
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報 告

上ノ国町の天然林伐採問題
'1脇会会長 佐 藤 謙

2005年10月 末 、道南上 ノ国町、檜 山森林管理署奥 湯 ノ岱 において9月 末 まで にブナ天然林 の

大規模 伐採が行 われた とい う情報が提供 された。私た ちは、同年11月26日 、2006年5月22日 、

そ して6月23～25日 と現 地調査 を続 けた。これ と並 行 して 、同署 な らびに北海道森林管理局 の

資料 を得て きた。 ここに、 この伐採 問題 の概略 をお伝 え したい。

第 一に、2001年 、森林 ・林業基本法 が改正 され、林野行政の基本方針 は、従来の 「木材生 産

の重視」 か ら水 源酒養、土砂 流 出防備 、そ して 自然環 境 の保 全(生 物多 様性 の保護i)を 含 む

「森 林の公益 的機 能の重視」 に大 幅 に変 更 され た。 国 有林 の機 能分 類 は、 上記 目的 を果 たす

「公益林(水 土 保全林 と森林 と人 との共 生林)」 が ほとん どを占め 、木材生 産は、過去 の人工林

の一部 を 「資源の循環利用林」 と して行 うことになった。これ とは別に、公益林 の 目的 と通ず

る、従来か らの 「保安林」制度が続 け られいる。 ところが 、上 ノ国の伐採 は、水土保 全林(国

土保全 タ イプ)か つ土砂流 出防備保 安林 において、 とりわけ撹乱 を排 除すべ き尾根部 ・源流部

において実行 され た。 この尾根部 には、過去 に土砂流 出防備 な ど国土 保全 の観点 か ら残 されて

きた 、自然の ままの ブナ天然林 があ った。 したが って 、この伐採 は、 まず 、基本方針 に合 致 し

ない場所 を選 んだ計画 その ものが大 きな問題 となる。

第二に、国内のブナ天然林は、それ自体が貴重になっている。とくに道南 ・北限地帯のブナ

林は、古 く函館営林局時代から伐採が続けられ、天然林(自 然林)と して残されている場所が

非常に少ない。天然林は、基本方針で重視された 自然環境の保全 ・生物多様性 の保護の うち

「生態系の多様性」 として保護の対象 となる。しかし、ここの天然林伐採は、計画段階か ら生

態系の多様性を保護する観点が欠如 していた。

第三に、実際の伐採 はきわめて乱暴で

あった。伐採用作業道は、キャリアと呼

ばれる集材用重機や伐採用重機を通すた

め約8mの 幅で縦横無尽に造 られ、しか

も重機が埋 まらないように森林を育成す

る表上がすっか り剥 ぎ取 られていた。伐

根混 じりの表土は、作業道周辺の伐採 さ

れない斜面に投げ捨てられ、これらの撹

乱範囲は、作業道を含み幅15～20mに 及

んでいた。急斜面に捨てられた土壌 は、

源流部から下流部へ流れ去 ること、残 さ

れた大径木の根元や林床の植物を厚 く被っ

てそれらの生育を困難にしたことが明ら
作業道から斜面下方に投げ捨てられた表土
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侵幸 告

かであった・大径木が伐採 された同じ場所に、なぎ倒 されたままにうち捨てられたブナ小径木

が多 く認め られた。これらの実態を確認できる現場において、森林管理署の説明は、「後継樹
を育成 し森林の更新を図るために伐採 した」と述べた。ここでは、重機を用いた乱暴な伐採の

方法 と結果が、同署が主張する目的、そして基本方針である国土保全や自然環境保全の観点と

まったく合致 していなかった,,

第四 に、1996年 の林野庁 通達 では、生物多様性 の うち 「種の 多様性」 にかかわ って 「貴重 な

野生動植物の生育 ・生息 に関す る情報 については、常 日頃か ら幅広 く収集 に努め るとと もに、

それ らの生育 ・生息地周辺 にお ける森林施業 については、必要 に応 じて現 地調査 を実施 し、学

識経験者か らの助言 を得 るな ど、貴重 な野生動植物 の保護 に配慮 した実行 に努め ること」 とさ

れている。 しか し、上 ノ国の場合 、伐採地 に多数認め られる採餌木 によって天然記念物 クマゲ

ラの生息が明 らかで あるに もかかわ らず 、クマゲ ラは もちろんの こと、他の貴重 な野生動植物

に関す る調査が一切行 われず に天然林が伐採 された。 この点 もまた 、自然環境の保全 とい う基

本 方針や林野庁通達 とまった く合致 してい ない

第五 に、公益林や保安林 であって も伐採が一一切 禁 じられてい る訳で はな く、国有林 は一定の

「伐採率」 を上 限 とし、都道府 県知事 の了解 を得て伐採 で きる仕組みがあ る,こ の仕組 み 自体

に基本 方針 と合致 しない問題が 含 まれるが 、さらに森林 の材積(木 材資源 と しての量)の 測定

法が杜撰であ る と、それに基づ いて計算 され る 「伐採率」が机 ..ヒの空論 になるとい う問題があ

る。 ところが 、現場 における伐採 は、一定面積 を集中的に対象 と し、保安林 におけ る ヒ限伐採

率 をはるか に超 えた 「皆伐」 に近 い状況が認め られた。残 された樹木 は、 と りわ け尾根部 に孤

立 したこ とか ら容易 に風倒被害 を被る と判断 された ここで は、伐採 率 を林班 または林小班の

全体 に対す る割合 と しなが ら、伐採 と集材の作 業を容 易にす るため に一定の伐採地が選ばれ、

伐採地 にお ける 自然環境 の保全が まった く考 えられない、大 きな矛盾が認め られ る,,ま た、現

場 にお ける森林管理署 の説 明に よる と、

当初 の 「伐採造林計画簿』 における伐採

率が実際の伐採 に当たって制 限内で引 き

上 げ られ、その根拠 である材積 は実測で

はな く 「目視」 に よって決め られた とい

う。す なわち、「材積」 と 「伐採率」 は、

極めて杜撰 に計算 されたため、基 本方針

に合 わない酷 い結果 を招 いたのであ惹 、

第六に、「高価な木材」 と 「安価 な原

材料」に区別されていた集材木は、その

区別に疑念が生 じたが、十分な説明が得

られなかった。これは、伐採 と販売をそ

れぞれ業者に任せる 「素材販売」方法に 生 きたままなぎ倒 されたブナ小径木
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侵幸 告

よるが、国民のための財産管理 と公益的機能の重視 よりも、木材業者 にだけ有利 に働 く方法で

あると判断された。ちなみに、伐採計画の 「署長意見書』には高価 に販売できる 「有利販売」

が記述 されているが、実際には業者有利 と判断された。

第七に、マスコミに報道された越境伐採は、当初予定 され知事の許可を得た林班 ・林小班 を

超えたことから、明白な違法行為であり、「誤伐」 として謝る形で終わる問題ではない。 しか

しなが ら、この違法行為は、前項まで述べた、国有林が天然林を伐採 し販売する中に内在する

多 くの問題 を背景にしてお り、そのすべてが大 きな問題だと考えている。

森林 ・林業基本法改正後わずか5年 を経た現在、法に基づいた森林 ・林業基本計画は、第一一

に述べた項 目に 「国産材の利用拡大」を加えようと、目下、「見直 し検討」が始 まっている。

ここには、法の精神に逆行 し、国有林の矛盾を増大する流れがある。他方、上ノ国の伐採は、

財務省が国有林の赤字解消を求めて圧力をかけ、林野庁がそれを理由に、みずからの基本方針

を無視 して全国的に天然林伐採を展開した一連の動 きの中にある。今年度、日高南部や十勝東

部で続けられた広大な森林伐採 も同様である。 ところで、上 ノ国町奥湯ノ岱の 「売 り上げ」は

千数百万円であ り、下流部に必要 となるはずの砂防ダムは、その代金では一基すら建設できな

いであろう。ここには、国民にとって大切な、残 された天然林、生物多様性、国土保全、そし

て経済のすべてがないが しろにされる、大 きな矛盾がある。国有林の今 と将来は、基本方針か

ら逆行する 「近視眼的な収奪型林業」に適進 していると言わざるをえない。

コラム

よ く あ る 保 全 ・再 生 用 語 の 誤 用 例 と そ の 対 応 策

そ の4里 山 石 川 幸 男

この言 葉 の誤用 には著 者 はか な り許 容 的、て ゆ一 か 、や む をえ ない面 が大 きい と思 う。

そ もそ も本 来 の里 山 とは 、地 形 的 な山で は な く、本州 以南 の都市 と農村 の境界 付 近で 、二 次林 、植 林 地

や農 地 に加 えて 居住 地 も一体 とな った景観 の単 位 であ る,,そ の構 成要 素 の主要 な…つ が二次 林 で あ り、 生

育地 をそ こに依存 した動 植物 も多い 。

さて、関東 以 南 の本州 の里 山 で主体 とな る二 次 的 な落葉 樹 の薪 炭林 は、薪 を生 産す る ため に利用 され な

くなった 、つ ま り定 期 的 に伐採 され な くな ったた め に、常緑 広葉 樹林 に遷 移 して い る例 が 多 い。その結果 、

そ こ に依 存 した生物 の生 存が 危 ぶ まれて い る。 この ことは逆 に、その場 所が 本 来 は暖温帯 の 常緑 広 葉 樹 林

で あ った に も関 わ らず 落葉 樹 にお きわ る ほ ど、長期 間に強 度 の インパ ク トがあ っ た こ とを意 味す る。一方 、

北 海道 の都 市 周辺 で里 山 と呼 ばれ る落 葉広 葉樹 林 は冷温 帯 に属 し、人間 のかか わ りが長 くて も百数十年 で、

発達 した森林 を構・成 す る樹 木(ミ ズ ナ ラ、 イタヤ カエ デ な ど)が い まで も多数生 育 してお り、原 生 林 か ら

の組 成的 隔 た りは小 さい。

生 態学 者 が これ らの点 につ いて十 分 に比較 検討 してい る例 は少 ない。 このた め、双方 の二 次林 が 同 じよ

うな性 質 と考 え られ 、里 山 とい う用語 が誤 用 され て も不 思 議 は ない。む しろ 、誤 用 で はな く混 同 され て い

る とい う ほ うが 適切 だろ う。都 市 周辺 の二 次林 分布 域 を里 山 とい うの な らば問題 は 少 ないが 、そ こ に分 布

す る森林 が どこで も同 じ性 質 を持 って い る と考 え るの は好 ま し くない。そ れぞ れの 地域 で 、森 林 を よ く見

る ことが なに よ り重 要 だ 。
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活 動 日 誌

2006年7月
3日 道 内市 町村各教育委員会宛

第13回 「夏休み自然観察記録 コンクー
ル」案 内送付

4日

6日

!3日

14日

15Ll～16日

18日

22〕

28日

28口 ～30日

エ ゾシカの捕獲の禁止及び制限 に係

わる公聴会の説明(道 庁担当者来所)
2006年 度 第3回 拡大常務理事 会
当別 ダム現地 見学会
会報130号 発 送

大規模 林道 え りも・様 似 及び
様 似各区間等現地調査
2006年 度エ ゾシカの捕獲の禁iL及 び
制 限に係わる公聴会 出席意見陳述
第2回 理事会
2006自 然保護講演会 「〕本の天然林
を なぜ 守 らなけれ ばな ら ない か」
(講演:河 野 昭一氏かで る2・7)
第15回 天塩川流域委員会傍聴
(十 別市)

大規模 林道様 似 ・え りも区間
予定地稜線峰越 え現地踏査

2006年8月

3日

10日

18日

22日

30〕

31日

模
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2006年9月
8日2006年 度 第3回 拡大常務理事会
9日 ～10日 サ ンル ダム ・サ ンル川サ クラ

マス 自然 産卵観察会&対 策会議

cド 月甲汀)
13口 ～15日 十勝東 部地 区 ・国有 天然林今

年 度伐採予定 地現地視察調査
26日 夏休 み 自然観 察記録 コ ンクール応募

作 品審査会
28日 第17回 天塩川流域委員会傍聴

(士 別市)
2006年10月

10日 北 見道路 講演会 「北海道 にお ける海
ワシ類 の生息現状 と保全上の課題」
(白 木理事 講演 北見市)

12日 総合学習:南 幌 中学校生徒7名 来所
14日 「ビバ!サ ンル!」 講 演 と音 楽 の集

い(札 幌市 クリスチ ャンセ ンター)
14日 ～15日 十勝東部地区国有天然林伐採

地現地視察&大 規模林道 問題 北 海道
ネ ッ ト運営委員会 会議(足 寄町)

17日2006年 度 第4回 拡大常』務理事会
18日 総合学習:八 軒中学校生徒14名 来所
27日 ～29日 第389回NACS.J自 然観 察指

導員講習会:受 講50名(恵 庭市青少
年研修セ ンター)

30日 北見道路問題 署名提 出&記 者会見
(道開発局)

要 望 書 な と1

■7月7日 北 海道森林管理 局長宛
檜 山森 林管理署管 内奥湯 ノ岱 におけ る森林
伐採 に関する、再 々の要望書

■7月12日 北 海道知事宛
2006年 度エゾ シカの捕獲の禁止及び制限に
関する意見書

■8月18日 北 海道知事宛
北 海道が多額 の事業負担金 と賦課金 を支出
し道有林の森林経営 と密接 に関係す る緑資
源幹線 林道の事業評価 について、説明責任
を回避 した ことに関す る質問書
※大規 模林道問題北海道 ネッ トワー ク5団
体連名

■8月21口 林野庁長官 ・卜勝東部森林管理
署長 ・1勝 西部森林管理署東大雪支署長宛
ラリー ジャパ ン(WRC)の 環境 問題へ の
対応に関する抗議 と要請
・北 海道知事宛

ラリー ジャパ ン(WRC)の 環境 問題へ の
対応 に関する要 請
・環境大 臣宛

ラリー ジャパ ン(WRC)の 環境 問題へ の
対 応 に関する抗議 と要請
・ラリージ ャパ ン2006大 会組織 委員長 ・十

勝毎 日新聞社社 長・国際 ラ リー支援 実行 委
員会会長宛
ラリー ジャパ ン(WRC)の 環境 問題へ の
対応 に関する抗議 と申入れ
※4団 体連名

■9月11日 林 野庁長官 ・北海道 森林管理局
長 ・十勝東部森林管理署長宛
十勝東部森林 管理署 におけ る森林伐採 に関
する要望書
※5団 体 ・2個 人連名

■9月25[北 海道開発局天塩川流域委員会
委員長宛
第17回 天塩川流域委員会への 申 し入れ書
※14団 体連名

■9月26日 北 海道教育委員会教育長宛
ナキ ウサギ を早急 に天然記念物 に指定す る
こと並 びにナキ ウサ ギ保護 に対す る道教委
の基本認識 を明確 にす ることを求め る緊急
要望書
文化庁長官 ・北 海道知事宛
ナキ ウサギ を早急 に天然記念物 に指定す る
ことについての要望書

■9月27日 北 海道知事 ・室蘭土木現業所所
長宛
ポ ンオサ ツ(ユ オ イ)川 砂 防 ダム建設計画
の見直 しを求める要望書

■10月5日 北 海道森林管理局長 ・十勝東部
森林管理署長宛
十勝東部森林 管理署 にお ける森林伐採 に関
す る緊急要望 書

■10月20日 文化庁長官 ・北海道知事 ・北海
道教育委員会委員長宛
北海道開拓 記念館 な ど道立博物館施設への
指定管理者制度導入 に関す る要望書

■10月26日 北 海道開発局天塩川流域委員会
事務局宛
第18回 天塩川流域委員会への 申 し入 れ書&
天塩川流域委員会委員長宛 申 し入 れ書
※14団 体連名
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*お 知 らせ コーナー*

第13回 「夏休み 自然観察記録:コンクール」

審査結果 につい て
応 募 数223点54校

1年(73)、2年(102)、3年(18)、4年(17)、

5年(8)、6年(5)

審 査EI2006年9月26日(火)午 後6時 ～

審 査 員 北 海 道 新 聞 野 生 生 物 基 金 、 北 海 道 自然 保 護協 会

金 賞(1)、 銀 賞(2)、 銅 賞(6)、 佳 作(20)、

学 校 賞(3)

[91E]1名
佐藤 晃輔(江 別市立江別小 ・1年)

しぜんの 中のカマ キリ

睡⊃璽2名
渡部 友絵(札 幌市立真駒 内緑小 ・3年)

百万年前 の化石松
田 猛(教 育大附属釧路小 ・6年)

釧路管 内で僕が観察 したハ ン ミョウH

阪 璽6名
増子 直樹(恵 庭市立和光小 ・2年)

みの まわ りの生 きもの

小出 斎(江 別市 立野幌小 ・3年)身 近 な昆虫 図鑑
山口 彩紀(札 幌 市立真駒 内緑小 ・3年)こ ん虫採集
中崎 蒼太(旭 川 市立東 町小 ・4年)

エ ゾカタビロオサ ムシの観察

三橋 朋也(札 幌市立和光小 ・4年)

オクラのかんさつ
松永 滉平(帯 広 市立帯広小 ・6年)

地下 に住 む小 さな生物

匪 こ璽20名
市 呂 新(江 別市立野幌 小 ・1年)

カブ トムシのせ いたい
能藤 万里 ∫(遠 軽 町立遠軽南小 ・1年)

あ さが お さいたよ
五十 嵐ゆい(札 幌市 立前田北小 ・1年)

あさが おのかんさつ
斉藤 由紀(札 幌 市 立真駒 内緑小 ・1年)

磁石で くっつ くもの
栄 田 悠麻(鶴 居村立鶴居小 ・1年)

ホ タルのかん さつ
村岡 柊有(別 海町立別海中央 小 ・1年)

あ さがおの観察
高山 のあ(北 見市立北 小 ・2年)

なかよ し 生 きもの
本田 脩 陽(苫 前町立苫前小 ・2年)か ぶ と虫

伊 藤 裕輝(函 館市立八幡小 ・2年)
ミニ トマ トの観察

瀧澤 結菜(教 育大附属札幌小 ・3年)
カブ ト虫の さな ぎのひみつ

山本 心(札 幌市立琴似中央小 ・3年)セ ミの様子
小原 大樹(鷹 栖町立北野小 ・3年)

オサ ラッペ川の石
細野 賢(鶴 居村立鶴居小 ・3年)

クモのすの大発見
松永 渉(帯 広市立帯広小 ・4年)

見つけ ようプランク トン

佐 々木 望(札 幌市立真駒内緑小 ・4年)カ エ ル新聞
山本高太郎(札 幌市立真駒内緑小 ・4年)

サ ンシ ョウウオ
磯 田雄一朗(室 蘭市立 白鳥台小 ・4年)

アゲハチ ョウの観察 日記

梅 田 優作(東 神楽 町立志比内小 ・5年)

夏休みの 自然観察2006

中村 宥河(札 幌 市立南白石小 ・6年)

絶滅種 タカハ シホ タテの観察
浦 山 悟実(苫 小牧市立北星小 ・6年)

ジ ャガ イモのふ しぎ

璽 翻3校
札幌市立真駒内緑小学校
森町立森小学校
札幌市立前田北小学校

寄贈図書紹介(寄 贈順)

=鞭 羅 搾 　 ii
稗田…俊さんより

■ 「世界遺産 ・知床がわかる本」

(岩波ジュニア新書)

知床博物館館長:中 川元 さんより

類 会 員 紹 介
2006年5月 ～6月 まで

【A会 員 】岩 岡 敦 子 、 川 上 明 治 、 落 合 克 尚

鳥 羽 す み え

【団体会員】北 海 道 エ コ コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン

専 門 学 校

寄 付 金
あ りが と う ご ざい ます

松 野 誠 也5,000円

コー プサ ッポ ロ(苫 小 牧 地 区)20,000円

田 中 晴 夫9,601円

会費納入のお願い
会 費 納 入 に つ い て は 日頃 ご協 力 をい た だ い て

お ります が 、 未 納 の 方 は至 急 納 入 下 さい ま す よ

うお 願 い い た します 。

個 人A会 員4,000円

個 人B会 員2,000円

(A会 員 と同 … 世 帯 の会 員)

学 生 会 員2,000円

団 体 会 員1[15,000円

〈納 入 口座 〉

郵 便 振 替 口座02710-7-4055

北 洋 銀 行 大 通 支 店(普 通)0017259

北 海 道 銀 行 本 店(普 通)0101444

札 幌 銀 行 本 店(普 通)418891

〈口 座 名 〉

社 団法 人 北 海 道 自然 保 護 協 会

※ この紙は再生紙を使用 しています。
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